
電動航空機の開発状況



2024年6月14日日経新聞

(株）SkyDrive（愛知県豊田市）は航空局を通じて、米連邦航空局（FAA）に
自社の電動航空機の型式証明申請を行い、4月29日に申請が受理された。現在
3人乗りの機体を開発中、製造パートナーであるスズキ（株）と共に、2024年
3月よりスズキグループの工場にて製造を開始、2026年以降に型式証明の取得
および納品開始を目指すこととしている



日本における電動航空機開発への取組

はじめに；
日本においては「電動航空機」は「空飛ぶ車」という名称が一般的ですが、所
謂「車」という用語が持っている「車輪」、「地上を走行する」という属性は
無く「空」という新しい移動の「道」を「車の様に自由に移動する」という意
味と解されます（←多くの人々が「空の移動革命」を齎すと考えている所以）

こうしたことから、世界の航空業界ではAAM（Advanced Air Mobility）という
新しい用語が生まれ、これが都市部に於ける地上での交通混雑による移動の自
由を確保するために使われる場合、UAM（Urban Air Mobility）と呼称され、
空港を含む都市部から地方都市、あるいは観光スポットを結ぶやや長距離の移
動に使われる場合、RAM（Regional Air Mobility）と呼称されています

以降、電動航空機の事を用途に応じて AAM 、UAM 、 RAM という用語に統
一することとします



経済産業省と国土交通省主導の取組；

2018年より現在まで「空の移動革命に向けた官民協議会」を10回開催し、取り組むべき課題
について検討を行っている

参加メンバーは；

① 経済産業省、国土交通省、総務省

② 大学（東京大学、慶応大学）の宇宙航空分野

③ 公的機関（宇宙航空関係）

④ AAM に参入している企業

⑤ 航空会社（JAL、ANA）

⑥ 航空機メーカー（ボーイング、ベルヘリコプター、SUBARU）

⑦ 商社関連

⑧ その他

＊参加者名簿については「添付資料_A」参照



これまで行われた10回の議事内容は概略以下の通り;

① AAMの利用分野（ユースケース）

② AAMの導入と発展（フェーズ分け）

③ 航空規制に関わる諸問題と対応策

④ 航空会社としてのAAMへの取組についてのプレゼンテーション

⑤ AAM に関わる周辺事業へ進出を考えている企業のプレゼンテーション

＊官民協議会各回の議事項目については添付資料「添付資料 B_1、B_２」
参照

＊官民協議会以外に専門家グループによる検討会も頻繁に開催されていま
す



現在までに概ね合意を得られている事項

１．AAMの利用分野／ユースケース



２．AAMの導入フェーズ

＊フェーズ０：商用運航に先立つ試験飛行・実証飛行
--- 現在の状況

＊フェイズ１：商用運航の開始
⇒ 操縦者搭乗、遠隔操縦（貨物輸送のみ） --- 2025年頃

＊フェイズ２：運航規模の拡大
⇒ 中～高密度での運航（操縦者搭乗、遠隔操縦による旅客輸送）

--- 2020年代後半～

＊フェイズ３：自律制御を含むAAM運航の確立
⇒ 高密度での運航（自動・自律運航の融合） --- 2030年代～

フェイズ２以降については、高度な空域管理・交通管理が必要



３．AAMに使われる機体の分類

① Multi Rotor Type

② Lift Cruise Type

③ Vectored Thrust Type



４．バーティポート（Vertiport）

① Vertiportとは；
航空法上の「空港等」にあたり、種類としては「ヘリポート」

の内、AAM専用のものを指します

② 必要な設備：パイロットの休養設備、 充電設備、バッテリー
交換用の設備、旅客・貨物の取り扱い設備、火災時等の非常用設
備、駐機場、など

＊ 兼松（株）が英国のスカイスポーツ

と共同で日本国内に展開を考え

ているVirtiportのイメージ



③ 現時点では国際的にも、国内にもVertiport専用の設計基準は存
在しない。ICAO（国際民間航空協会）では2028年頃に国際基準を
作成する計画があります。また、FAA（米国連邦航空局）、EASA
（欧州航空安全機関）などは既に暫定のガイダンスを発行してま
す

④ 日本においては、大阪万国博でのAAMの運航開始に向け航空局
が2023年12月に「バーティポート整備指針」を発行しています

⑤ 現在の航空路線との連絡が短時間で出来なければAAMの有用性
を発揮できないことが考えられますが、空港の管制空域内での
AAMの運航には相当厳しい制限が伴うため、空港内のVertiportの
設置場所、AAMの離着陸のルートの設定、管制とのコミュニケー
ションなど、相当厳しい制約が今後加わるものと思われます



５．AAMの空域の管理（クラス分けのルールについては添付資料_C参照）

① 現在AAMが飛行する空域は航空法によって制限されています。下図は
AIPに記載されている航空機の種別、航法、管理主体などによる区分を表し
ています
＊AIP：Aeronautical Information Publication



② フェイズゼ０の段階にある現在は、都市部を飛行するUAMは特
別の許可を得ない限り［Class G]の空域を使わざるを得ませんが、
将来飛行密度が上がる状況になれば、AAM専用の空路（Corridor）
を設定して空域をうまく使い分ける事が考えられています

右の画像はFAA

の資料から引用

したものですが

黄色の部分が

AAM専用の空路

になります



③ 最低安全飛行高度；
＊過去経路上の障害物から余裕を持った高度を維持する原則を守
らなかったことによるヘリコプターの事故が多発したことから、
飛行経路上の最高障害物から300メートルを加えた高度以上を飛
行するルールができています
＊UAMについては、比較的低高度での空域が想定されているこ
と、また航続距離も制限されていることから「水平距離600メー
トルの範囲内の最も高い障害物から150メートル以上の高度」を
最低安全高度とするルールを新たに定めました

④ AAMの内、［Lift＋Cruise Type] 及び ［Vectored Thrust 
Type] の機体の場合、高速且つ長距離の飛行が可能である為、
RAM運航などでは通常の航空機と同じように管制区の飛行ルー
トを飛行することができる様になると考えられます



６．AAMの交通管理（ATM／Air Traffic Management）

① AAMの運航は、初期段階（フェーズ０～フェーズ１の前半）
では、現行のATMの環境で安全に運航できると思われますが、
AAM産業が成熟してくると、様々なレベルの自動化・自律化
（人による操縦、部分的自動化、完全な自律飛行を含む）を伴う
多様なAAMが低高度の空域で利用されることになり、現行の
ATMを高度化する必要が出てくると思われます

② AAM、ドローン（貨物の自律運航の機体）、通常の航空機が
空域に混在する環境での衝突回避や状況認識を共有する為には；
＊AAM機体メーカーは型式証明取得の責任があります
＊AAM運航者は操縦者の資格管理、航空運送事業許可の取得、
整備・地上業務受託者の管理を行う必要があります
＊Vertiport運営者は地上の安全・セキュリティー管理などを行
う必要があります



７．国土交通省関連AAMに関わる制度整備一覧



８．大阪万博で航空局が実施する交通管理



添付資料＿A （参加者名簿）



添付資料 B_1



添付資料 B_2



添付資料_C（空域分類）

飛行情報区（FIR）はICAO国際民間航空条約によりクラスA、クラスB、クラスC、クラスD及びクラス
Eの5つの管制空域とクラスGの非管制空域に分類さ
れます；
クラスA ： 航空法第94条の2第1項に規定される特別管制空域のうち特別管制空域A、航空法第2条第
12項に規定される航空交通管制区のうち高度29,000ft以上の空域、並びに洋上管制区のうち高度
20,000ft以上の空域を言います
クラスB ： 航空法第94条の2第1項に規定される特別管制空域のうち特別管制空域B (那覇特別管制
区）を言います。
クラスC ： 航空法第94条の2第1項に規定される特別管制空域のうち特別管制空域Cを言います。
クラスD ： 航空法第 2 条第 13 項に規定される航空交通管制圏を言います。
クラスE ： 航空交通管制区のうち特別管制空域及び高度29,000ft以上の空域を除く空域、洋上管制区
のうち高度20,000ft未満の空域、並びに航空法第2条第14項に規定される航空交通情報圏を言います。

クラスG ：上記以外の非管制空域を言います。


	スライド 1: 電動航空機の開発状況
	スライド 2: 2024年6月14日 日経新聞
	スライド 3: 日本における電動航空機開発への取組
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6: 現在までに概ね合意を得られている事項
	スライド 7
	スライド 8: ３．AAMに使われる機体の分類 
	スライド 9: ４．バーティポート（Vertiport）
	スライド 10
	スライド 11: ５．AAMの空域の管理（クラス分けのルールについては添付資料_C参照）
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14: ６．AAMの交通管理（ATM／Air Traffic Management）
	スライド 15: ７．国土交通省関連AAMに関わる制度整備一覧
	スライド 16: ８．大阪万博で航空局が実施する交通管理 
	スライド 17: 添付資料＿A （参加者名簿）
	スライド 18: 添付資料 B_1 
	スライド 19: 添付資料 B_2 
	スライド 20: 添付資料_C（空域分類）

